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８ 障害者総合支援法と障害福祉サービス
～改正障害者総合支援法へ～

（１） 障害者総合支援法から「改正障害者総合支援法」へ

☆ 平成２５年４月１日から「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」
とすると共に、「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病や発
達障害等を追加し、平成２６年４月１日から重度訪問介護の対象拡大、
ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されました。また、
「障害程度区分」から障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必
要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害支援区分」に改
められました。また法附則で、同法の施行から３年後をめどに、障害福

祉サービスの在り方等について検討し、所要の見直しを行うことが規定されており、国の社
会保障審議会障害者部会において、平成２７年４月から１２月にかけて検討が行われ、平成
２７年１２月１４日付けで報告書が取りまとめられました。
平成２８年３月には、障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正法案が国会へ提出され、

同年５月２５日に可決・成立しました。「改正障害者総合支援法」の施行は平成３０年４月
１日とされております（医療的ケアを要する障害児に対する支援のみ、公布の日(平成２８
年６月３日)から施行）。
具体的な制度内容については、国が定める政令や厚生労働省令等で示される見通しです。

障害者自立支援法 障害者総合支援法 改正障害者総合支援法
H２５年４月１日 H３０年４月１日より

（２） 障害者総合支援法等における障害福祉サービスの体系

① 介護給付のサービスと内容

障害支援区分 対象 ｻｰﾋﾞｽ
新サービス名 旧サービス名 新サービスの内容 １８歳以上のみ

年齢
支給

判定対象 期間

居宅介護 居宅介護

制限身体介護 身体介護
・自宅で行う入浴、排泄の介護

区分１以上
なし

１年家事援助 家事援助
・調理、掃除等援助

通院介助 通院介助 ・病院等への通院のための介助

日常生活支援

･自宅で行う入浴、排泄の介護、調

介
重度訪問介護

理、掃除等の援助、外出時の移動支
区分４以上

18歳
１年（含外出介護） 援などを一連のサービスとして提供 以上

（身体介護＋家事援助＋移動支援）

護 ・視覚障害により、移動に著しい困

難を有する人に、移動に必要な情報 制限
同行援護 （なし） の提供（代筆・代読を含む）、移動 区分２以上 なし

１年

給 の援護等の外出支援

･危険回避のための支援、外出のた

区分３以上行動援護 行動援護 めの支援など（強度行動障害者への
制限

１年

付 移動支援）
なし

筋萎縮症者養援護 ・医療機関において、機能訓練、
区分６または

療養介護 重症心身障害者施 療養上の管理、看護、介護及び
区分５以上

18歳 ３年

設（18歳以上） 日常生活の世話を行う
以上

療護施設（日中）
・事業所において入浴、排泄、 通所区分３以上

生活介護 更正施設（日中）
食事の介護、日常生活上の支援（50歳以上区分２） 18歳

授産施設（日中）
や、軽作業等の生産活動や創作 入所区分４以上 以上 ３年

的活動の機会を提供する （50歳以上区分３）
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障害支援区分 対象 ｻｰﾋﾞｽ

新サービス名 旧サービス名 新サービスの内容 １８歳以上のみ
年齢

支給

判定対象 期間

短期入所
・短期間の入所において、入浴、

制限

（ショートステイ）
短期入所 排泄、食事等の介護や日常生活 区分１以上

なし
１年

介 上の支援

・相談支援専門員による個別支援計

重度障害者等 （なし） 画に基づき、必要なｻｰﾋﾞｽ（居宅介 制限
護 包括支援 護、重度訪問介護、行動援護、生活 区分６以上

なし
１年

介護、ｹｱﾎｰﾑ、短期入所等）を包括

的に実施、24時間連絡体制の確保

給
療護施設（夜間） ・入所施設において、夜間休日

区分４以上
施設入所支援 更正施設（夜間） の入浴、排泄、食事の介護等を

（50歳以上区分３）
18歳

３年

授産施設（夜間） 提供する
以上

付

※訓練等給付の共 ・共同生活の場において、入浴、

同生活援助へ一 共同生活介護 排泄、食事等の介護や日常生活
18歳

３年

元化のため廃止 （ケアホーム） 上の世話等を提供する
区分２以上 以上

（グループホーム）

② 訓練等給付のサービスと内容

障害支援区分 対象 ｻｰﾋﾞｽ
新サービス名 旧サービス名 新サービスの内容 １８歳以上のみ

年齢
支給

判定対象 期間

療護施設 ・地域生活を営む上で、身体機能・

自立訓練
更正施設等

生活能力の維持・向上のため、一定 18歳
１年

（機能訓練） 期間、理学療法や作業療法等の身体 以上 ６ヶ月

的リハビリテーションや訓練を行う ※１

療護施設 ・地域生活を営む上で、生活能力の
２年又

訓 自立訓練
更正施設等 維持・向上のため、一定期間、食事 18歳 は３年

（生活訓練） や家事等の日常生活能力向上のため 以上 ※１
の支援や訓練を行う ※２

練
授産施設 ・一般企業等への就労を希望する人

区分認定対象外の 18歳

就労移行支援 福祉工場
に一定期間、就労に必要な訓練や求 サービス 以上 ２年

小規模作業所等
職活動の支援、職場定着支援等を行 65歳 ※１

等 う 未満

授産施設 ･一般企業等での就労が困難な人に、 18歳
就労継続支援

福祉工場
事業所内で就労の機会の提供（雇用 以上

３年
給 A型（雇用型）

小規模作業所等
契約を締結）とともに、知識及び能 65歳
力の向上のために必要な訓練を行う 未満

授産施設
･一般企業等での就労が困難な人に、

付 就労継続支援
福祉工場

事業所内で就労や授産活動の機会の 18歳
３年B型（非雇用型）

小規模作業所等
提供（雇用契約は結ばない）知識・ 以上
能力の向上のため必要な訓練を行う

・共同生活の場において、入浴、食

共同生活援助 共同生活介護 事、排泄等の介護や家事等の日常生
区分１以上

18歳
３年

（グループホーム） （ケアホーム） 活の支援、相談支援、日中活動の事 以上

業所との連絡調整を行う

※１；自立訓練（機能訓練、生活訓練）と就労移行支援は有期利用であり、原則、当該サービス支給期間を超えた更新

は行うことができない。また、当初の支給決定期間は１年とし、必要があれば上記の期間の範囲内で更新する。

※２；自立訓練（生活訓練）のサービス支給期間は、特に長期にわたって入所・入院していた者は３年、それ以外の者

は２年となる。
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③ 地域生活支援事業のサービス名とおもな概要（各市町が行う）

事 業 名 事 業 の 概 要 備 考

移動支援
・屋外での移動が困難な障害者（児）についての

外出のための支援を行う。（重度心身障害者移動 〔対象者〕

支援事業：リフト付乗用車をを運行する） ・身体障害者（児）、知的障

※対象は中学生以上 害者（児）、精神障害者（児）

※通学、通所、通勤には利用できない 視覚障害者（児）、全身性

・介護を行う者が、一時的に障害児（者）を介護 障害者（児）

日中一時支援 できなくなった場合、施設等を利用して適切な

（日帰り短期入所） 支援を提供し、日常的に介護している家族の一 〔利用手続き〕

時的な休息を等を図る。（宿泊を伴わない日中の ・居住地域の障害福祉課に申

受け入れのみ） 請し、受給者証の交付を受

日中一時支援
・学齢期にある心身障害児に対し、特別支援学校 けた後に事業所（者）と契

（集団活動・訓練事業）
等の放課後に、集団活動や社会適応訓練を行い、 約して利用

地域社会が一体となって、主体性及び社会性を

育成し、自立の促進を図る。 〔利用料〕

・在宅で１８歳未満の障害児及び６５歳未満の重 ・対象事業によって無料で利

度身体障害者を介護している人が、一時的に家 用できるものや、１割負担

日中一時支援 庭での介護が困難となった場合に、市町村に登 （生活保護受給者を除く）

（登録介護者事業） 録している介護者に介護を委託することにより、 などの違いがあります。

家族の負担を軽減し、障害者本人及び家族のよ

り豊かな生活の実現をサポートする。

・在宅で１８歳未満の障害児及び６５歳未満の重
※市町によって、実施してい

日中一時支援
度身体障害者を介護している人が、一時的に家

ない場合や、支給対象や年

（サービスステーション事業） 庭での介護が困難となった場合に、群馬県に登 齢制限、支給日数・回数な

録している２４時間対応型サービスステーショ どに違いがある場合があり

ンに介護を委託することにより、家族の負担を ます。

軽減し、障害者本人及び家族のより豊かな生活 ※実際に各事業を利用しよう

の実現をサポートする。 とする場合には、居住地域

・在宅の障害者に対し、生産活動、創作的活動、 の各市町の障害福祉課窓口

地域活動支援センター 社会との交流の促進等の事業を行い、障害者及 で、ご相談ください。

びその家族の地域における生活を支援し、在宅 ※サービス等利用計画作成や
の障害者の自立及び社会参加の促進を図る。 計画相談等は原則必要あり

・身体障害のある人の社会参加と自立を図るため、 ません。
身体障害者デイサービス 創作的活動の場を提供する。

○相談支援事業

そ ○コミュニケーション支援事業

の ○日常生活用具の給付事業

他 ○社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業 詳細は、

の ○生活支援事業 各市町の障害福祉課窓口 または

事 ○社会参加促進事業 相談支援事業所へお問い合わせください。

業 ○スポーツ・レクリエーション事業

○福祉ホーム

○成年後見制度利用支援事業

○その他

☆基本的に各種福祉サービスや施設利用申請などは、居住地域の障害福
祉課等から申請手続きの案内があるのでははく、自己申請となります
（申請主義）。知らずに申請しなければ支給や利用ができません。まず
は窓口へ顔を出し、詳しい話を聞く機会を日頃からつくってください。
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（３） 障害者総合支援法における障害福祉サービス利用手続きの主な流れ

支給決定時から

ケアマネジメント

障害支援区分１～６の認定 を実施
一定期間ごとの

モニタリング

受 介護給付を希 障 サ 支 支

付 望する場合 害

－

支 サ 給 サ 給

・ 区 ビ指 給

－

決

－

決

申 分 ス定 決 ビ 定 ビ 定

請 の 等特 定 ス 時 ス 時

認 利定 担 の 利 の

市 定 用相 当 サ 用 サ

町 計談 者

－

開

－

村 市 画支 市 会 ビ 始 ビ

の 町 の援 町 議 ス ス

窓 村 作事 村 等 等

口 業業 利 利

訓練等給付を 所 用 用

希望する場合 な 計 計

ど 画 画

利用者負担のしくみ

利用者負担は、応能負担（最大でも１割負担）となっています。低所得の方に配慮した軽減
策が講じられており、おもな軽減制度は次のとおりです。

【医療型個別減免】
医療型障害児施設や療養介護の利用者に対して、20 区 分 区分の説明 負担上限

歳以上の入所者の場合は、市町村民税非課税世帯、20
生活保護 生活保護世帯に属する者 ０円

歳未満の入所者の場合は、全ての所得区分の方を対

象として、定率負担の個別減免が行われます。 低所得 市町村民税非課税世帯 ０円

【高額障害福祉サービス費】 市町村民税課税 居宅で生活 4,600円
同じ世帯で障害福祉サービスを利用する人が複数い 世帯で、所得割 する障害児

る場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護 16 万円(障害児 居宅で生活

保険のサービスを併用した場合、補装具の購入等をし 一般１ 及び 20 歳未満 する障害者及

た場合、また、障害児が障害福祉サービスと児童福祉 の施設入所者は び 20 歳未満の 9,300円
法のサービスを併用した場合で、基準額を超えたとき 28 万円)未満の 施設入所者

に高額障害福祉サービス費が支給されます。 方

一般２ 上記以外の方 37,200円
【食費・光熱費等に係る補足給付】
入所施設の食費・光熱費の実費負担については、手元に一定の額が残るよう補足給付が行われます。

グループホームを利用する低所得の人には、月１万円を上限とする家賃補助が支給されます。

【食費の人件費支給による軽減】
通所施設等では、低所得、一般世帯（所得割 16万円未満）の場合、食費負担のうち人件費分が支給さ

れ、食材料費のみの負担となります。
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（４） 障害者総合支援法に基づく障害支援区分と利用可能サービス一覧

サービス名 対象
障 害 支 援 区 分

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

短期入所 共通 ※１ ○ ○ ○ ○ ○ ○

居宅介護（ホームヘルプ） 共通 ○ ○ ○ ○ ○ ○

同行援護 身体（視覚） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行動援護 知的・精神 ○ ○ ○ ○
介

護 重度訪問介護 身体 ○ ○ ○
給

付 重度障害者等包括支援 共通 ○

生活介護 ※２ ○ ○ ○ ○
共通

生活介護（施設入所を伴う場合） ※３ ○ ○ ○

療養介護 身体（重心） ○ ○

施設入所支援 共通 ※３ ○ ○ ○

共同生活援助（グループホーム） 共通 ※１

機能訓練 身体

訓
練 生活訓練 知的・精神

等
給 宿泊型自立訓練 共通

付
就労移行支援 共通

就労継続支援 A型（雇用） 共通

就労継続支援 B型（非雇用） 共通

※１ 市町村判断で利用可能
※２ ５０歳以上の場合区分２から
※３ ５０歳以上の場合区分３から

注１ 訓練等給付および児童については、障害支援区分の設定はありません。

注２ サービスの内容および支給に関しては、お住まいの地域の社会福祉課や障害福祉
課などの窓口にお問い合わせください。


